
雇用調整助成金等申請費用補助金の補助対象期間について
　雇用調整助成金等の申請事務を社会保険労務士に依頼する場合に係る費用補助については、休業対象期間が令和 3年
2月28日㈰までとなりますのでご注意ください。
　なお、補助金の交付申請期限は、助成金の支給決定の翌日から90日以内です。
お問合せ　雇用労政課　☎21-3309　　https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020042200013/

函館市社会福祉協議会　緊急小口資金・総合支援資金
　函館市社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業などで収入が減少した世帯を対象
に、特例貸付を実施しています。詳しいことは、お問合せください。
■緊急小口資金
　緊急かつ一時的生計維持のため貸付を必要とする世帯に貸付します。（ 1世帯 1回限り20万円以内）
■総合支援資金
　日常生活の維持が困難となっている世帯に貸付します。（単身：月15万円以内、 2人以上：月20万円以内）
お問合せ　函館市社会福祉協議会　☎23-2226　　http://www.hakodatesyakyo.net/

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免
　新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和 2年の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収
入のいずれかの収入について、令和元年の収入から 3割以上減少している場合、申請により保険料が減免となる場合が
あります。
※　令和元年合計所得に一定の上限があります。
※　お問合せの際は、保険証と、令和元年・２年の確定申告書の控え・源泉徴収票など収入がわかる書類をお手元に
ご用意ください。
申請期限 3 月31日㈬
お問合せ
■国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
　国保年金課減免専用ダイヤル　☎84-5670　平日　午前 8時45分～午後 5時半
　　https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020060100098/（国保）
　　https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020070700097/（後期高齢）
■介護保険料
　介護保険課減免専用ダイヤル　☎83-7022　平日　午前 8時45分～午後 5時半
　　https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020070800124/

～国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者の方へ～　傷病手当金の支給申請
対象　新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われることにより、連続した 3 日間を含む 4 日以上仕事を休
み、給与の全部または一部を受けることができなかった方
適用期間　令和 2年 1月 1 日～令和 3年 3 月31日
お問合せ ▽国民健康保険＝国保年金課資格担当　☎21-3145
　　　　　 ▽後期高齢者医療制度＝国保年金課高齢者医療担当　☎21-3184

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援制度
※　詳細は各連絡先へお問合せいただくか、ＨＰをご覧ください。
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